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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  

 中央区の住民基本台帳における令和７年２月１日現在の総人口は１８７，５５６人

であり、平成１０年以降増加基調で推移している。また、区内の各企業・商店・事務

所等に通勤する人々等を合わせた昼間人口は、令和２年の国勢調査によると６３３，

３９０人であり、これに商用・社用・観光等で一時的に区内に入り込む人々を加える

と膨大な数になると思われる。 

本区は、江戸開府以来商いのまちとして、多くの来街者を呼び込む飲食・小売業の

ほか、繊維・衣類の卸売業、地場産業である印刷・製本業、広告・デザイン、ファッ

ション、情報サービス業などの創造的産業、経済機能の中枢である金融・証券業など

多彩な産業が集積している。令和３年経済センサス-活動調査によると、事業所数は

３４，２０３、従業者数は７７３，８５４人といずれにおいても東京２３区の中でト

ップクラスを誇る。面積としては約１０ k ㎡と決して大きくはない区の中で旺盛な

事業活動が日々展開されており、地域経済の発展のみならず、日本を代表する商工業

の中心地として、国全体の経済を牽引する役割を担っている。 

また、全事業所の中でも従業者数１００人未満の中小事業所が全体の約９４％を占

めており、中小企業の発展、地域産業の振興は本区の重要な施策となっている。今後

到来する少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越え

るためにも、生産性の優れた設備の導入により、区内中小企業の労働生産性の向上を

図る必要がある。 

 

（２）目標 

 

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、

中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、区内中小企業者の生産性向上を図るこ

とを目指す。これを実現するための目標として、年３０件の先端設備等導入計画の認

定を目標とする。 

 令和５年度の中央区商工業融資制度の実績を見ると、設備資金の融資実行件数が５

２件あり、その３０％が導入促進基本計画の要件に該当し、認定を取得するものと想

定する。加えて新規申請を月に１件程度見込み、合計年３０件の計画認定を目標とす

る。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

   



先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

 

２ 先端設備等の種類 

 

本区には多種多様な産業が集積しており、導入する先端設備等の種類も多岐にわた

ることが想定される。これを踏まえ、本計画において対象とする設備は、中小企業等

経営強化法施行規則第７条第１項に規定される先端設備等の全てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   

本区の中小企業は、産業の中心地である日本橋・銀座・築地をはじめとして、区内

各地域に存在している。これを踏まえ、広く事業者の生産性向上を促す観点から、本

計画の対象区域は区内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 

本区には多種多様な産業が集積しており、これらほぼ全てが地域経済の活性化を支

えている。これを踏まえ、広く事業者の生産性向上を促す観点から、本計画において

対象とする業種は、全業種とする。 

また、生産性向上に向けた事業者の取組は、業務の自動化、ＩＴ技術の活用による

業務の効率化等、多様なものが想定できる。これを踏まえ、本計画においては、労働

生産性が年平均３％以上の向上に資すると見込まれる事業であれば、全ての事業を対

象とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   

本計画の期間は、本計画を国が同意した日から２年間（令和７年４月１日～令和９

年３月 31日）とする。 

 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

先端設備等導入計画の期間は、３年間、４年間または５年間とする。 



５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

   

・人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用

の安定に配慮する。 

 ・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先

端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 ・区は先端設備等導入計画を認定した事業者に対し、計画の進捗状況についての調

査を実施する場合がある。 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 


